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事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」，連結計算書類の「連結株主

資本等変動計算書」及び「連結注記表」，並びに計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記

表」につきましては，法令及び当社定款第17条の規定に基づき，インターネット上の当社ウェブサイト

（https://www.shimz.co.jp/）に掲載することにより，株主の皆様に提供しております。 
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 
 

業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要 

 

当社は，業務の適正を確保するための体制を整備するため，「内部統制システム整備の基本方針」を取締役会で決議して

おります。概要は，以下のとおりです。 

 

１．コンプライアンス体制 

① 役員・従業員の業務執行が法令及び定款に適合することを確保するため，「企業倫理行動規範」を制定し，法令順 

守をはじめとする，企業倫理の徹底に取り組みます。 

② 役員・従業員による「企業倫理行動規範」の徹底と実践的運用を行うため，教育・研修を実施するとともに，企業 

倫理担当役員の任命，企業倫理委員会・企業倫理室・企業倫理相談室の設置，内部通報制度の確立など，社内体制 

を整備します。 

③ 建設業法の順守を更に徹底するため，取引業者との契約及び支払の適正化のための施策の展開と徹底並びに施工体 

制台帳の整備体制の確立のための社内体制を整備します。 

④ 独占禁止法違反行為を断固排除するため，独占禁止法順守プログラムを適宜見直すとともに，営業担当者の定期的 

な人事異動，教育・研修の徹底，社内チェックシステム・社外弁護士事務所への通報制度の確立，行動基準の策定， 

違反者への厳格な社内処分の実施など，社内体制を整備し徹底します。 

⑤ 反社会的勢力・団体との関係を根絶するため，企業倫理行動規範に「反社会的行為の根絶」を明記するとともに， 

教育・研修の実施，不当要求防止責任者の選任，不当要求を受けた場合の通報連絡体制の整備，取引業者との契約 

に暴力団等の関係排除条項明記など，実践的運用のための社内体制を整備し徹底します。 

⑥ 国内外における贈賄防止を更に徹底するため，「企業倫理行動規範」に贈賄行為の禁止を明記するとともに，「贈 

賄防止規程」を制定し，実施体制の確立，教育・研修，違反者への厳格な処分の実施など，社内体制を整備します。 

 

２．内部監査体制 

① 内部統制・牽制機能として監査部を設置し，取締役会において承認された監査計画に基づき，業務執行部門の活動 

全般に関して内部監査を実施し，監査結果を取締役に報告するとともに監査役に報告します。 

 

３．リスク管理体制 

① 総合的なリスク管理に関する規程を定め，当社及び子会社から成る企業集団に重大な影響を及ぼすリスク全般の管 

理及びリスク発生時の対応を的確に行える体制を整備します。 

② 品質，安全，環境，災害，情報等，機能別の諸種のリスクについては，その機能に応じて対応する部門・部署ある 

いは委員会等を設けることにより，リスクの未然防止や再発防止等を的確に行える体制を整備します。 

 

４．効率的な業務執行の体制 

① 戦略決定･経営監督機能と業務執行機能を明確にし，効率的な運営を行うため，取締役の少数化と執行役員制度を導 

入します。 

② 取締役会の審議を更に活性化し，経営監督機能を強化するため，社外取締役を選任します。 

③ 業務執行に関わる重要事項の決裁，戦略決定などを効率的に行うため各種会議体を設置し，取締役会が定めた取締 

役会規程付表「重要事項の権限一覧表」に基づき審議，決定し，実施します。 

④ 取締役，執行役員に関する選解任，評価，報酬の決定を公正・透明に行うため，社外取締役を含む非業務執行取締 

役を主な構成員とした指名報酬委員会を設置します。 

⑤ 執行役員は，取締役会において定めた職制規程，業務分掌規程，職務権限規程に基づいて業務を執行します。 
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５．業務執行に関する情報の保存及び管理 

① 文書規程及び情報セキュリティポリシーを定め，取締役会議事録，稟議書類，各種契約書類その他の業務執行状況 

を示す主要な情報を適切に保存・管理するとともに，電子情報を安全かつ有効に活用するための社内体制を整備し 

ます。 

 

６．企業集団における業務適正化の体制 

① 当社と子会社間で情報共有等を行う会議を定期的に開催するとともに，「子会社マネジメント規程」の定めにより， 

子会社の業務執行に係る重要事項について，報告又は当社の承認を得ることを求め，管理を行います。 

② 当社の監査部による内部監査を実施するとともに，監査役の派遣等を通じて，適宜，子会社の適正な業務執行を監 

視します。 

③ 子会社は，業務の適正を確保するため，事業の特性に応じて社内規程を整備し，内部通報制度の確立など，社内体 

制を整備します。 

④ 財務報告の信頼性を確保し，社会的な信用の維持・向上に資するために必要な内部統制の体制を整備し，運用しま 

す。 

 

７．監査役の監査体制に関する事項 

① 監査役が法令に定める権限を行使し，効率的な監査ができるよう，監査役を補助する使用人の専任組織として「監 

査役室（常勤使用人）」を設けます。 

② 監査役室員は監査役の直接指揮により，監査上必要な情報の収集の権限を持って，業務を行います。また，監査役 

室員の人事異動等については，事前に監査役会の同意を得ることとします。 

 

８．業務執行に関する監査役への報告体制 

① 役員及び従業員は，監査役に対して，当社あるいは子会社に関し，法定の事項に加え，著しい信用失墜や損害を及 

ぼす恐れのある事象，社内不祥事や法令違反等の重大な不正行為が発生した場合は，遅滞なく報告します。また， 

当社の監査部が行う内部監査の結果や内部通報制度による通報の状況についても報告します。 

② 当社及び子会社の役員及び従業員が，監査役への報告を行ったことを理由として，不利な取扱いを受けないことを 

確保するための体制を整備します。 

 

９．監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務に関する事項 

① 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務は，監査役からの請求に基づき，当社にて速やかに処理します。 

 

10．監査役の重要会議への出席権の確保 

① 監査役による業務執行の監査が実効的に行われることを確保するため，代表取締役と監査役は，定期的に経営情報 

を共有する機会を持つとともに，｢社長室会議」｢事業部門長会議｣など重要な会議に，監査役会の指名した監査役が 

出席します。 

 

11．監査役による計算書類等の監査に関する事項 

① 監査役は，会計監査人の監査の方法・結果の相当性を判断し，会計監査人の取締役からの独立性を確保するため， 

会計監査人の年次監査計画について事前に確認し，逐次，監査結果の報告を受けます。 

② 監査役と会計監査人が相互に連携を保ち，効率的な監査のできる体制を確保します。 
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 

 当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は，以下のとおりです。 

 

１．コンプライアンス体制 

① コンプライアンスの徹底を図るため，役員・従業員を対象に教育・研修を継続的に実施しております。 

② 内部通報制度に基づき，企業倫理相談室，カウンセリング及び外部相談窓口の３つのコンプライアンス・ホットラ 

インを設置し，従業員に周知しております。また，その運用状況は企業倫理委員会，監査役及び取締役会に報告し 

ております。 

③ 企業倫理委員会を年２回開催し，企業倫理・法令順守徹底に向けた施策の全社展開とフォローを図っております。 

④ 「Ⅰ．企業集団（連結）の現況に関する事項 ３．対処すべき課題」に記載のとおり，コンプライアンスの更なる 

徹底に向け，中央新幹線建設工事における独占禁止法違反事件を受けて2018年３月に定めた再発防止策を，継続し 

て実施しております。 

 

２．リスク管理体制 

① リスク管理委員会を年２回開催し，当社及び子会社から成る企業集団に重大な影響を及ぼすリスクを把握・分析す 

るとともに，重点リスク管理項目を設定し，そのフォローを行い，取締役会に報告しております。 

② 大規模地震発生時における連絡及び初動体制を確認するため，取引業者や地域住民等社外関係者にも広く参加要請 

を行い，震災訓練を定期的に実施しております。 

③ 海外安全対策として，海外緊急対策要綱に基づき危険情報を収集し，必要に応じて警備体制を強化するとともに， 

関係者に対する注意喚起及び渡航制限を実施しております。 

④ 情報セキュリティ施策の浸透と定着を図るため，役員・従業員を対象に教育・研修を継続的に実施するとともに， 

問題発生時には関連部署間で情報共有のうえ，迅速に対応しております。 

⑤ 「Ⅰ．企業集団（連結）の現況に関する事項 ３．対処すべき課題」に記載のとおり，新型コロナウイルス感染症 

の世界的な拡大を受け，社長を本部長とする対策組織を立ち上げ，全社を挙げて感染拡大防止策を実施しておりま 

す。 

 

３．企業集団における業務適正化の体制 

① 当社社長と子会社社長間で経営に関する情報共有等を行う会議を年２回開催するとともに，「子会社マネジメント 

規程」の定めにより，子会社の業務執行に係る重要事項について管理を行っております。 

② 監査計画に基づき，当社の監査部による子会社への内部監査を実施するとともに，監査役の派遣等を通じて，適宜， 

子会社の適正な業務執行を監視しております。 

 

４．監査役の監査の実効性を確保する体制 

① 監査役を補助する専任組織である監査役室に常勤使用人を３名配置しております。 

② 「社長室会議」「事業部門長会議」「リスク管理委員会」「企業倫理委員会」など重要な会議に監査役会の指名し 

た監査役が出席しております。 

以 上 
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連結株主資本等変動計算書 
2019年４月１日から 
2020年３月31日まで 

（単位：百万円） 

株 主 資 本 

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 

当連結会計年度期首残高 74,365 43,116 443,802 △ 1,609 559,674 

当連結会計年度変動額 

剰余金の配当 △ 31,906 △ 31,906

親会社株主に帰属する 
当期純利益 98,977 98,977 

自己株式の取得 △ 20,003 △ 20,003

自己株式の処分 0 0 0 

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額） 

当連結会計年度変動額合計 － 0 67,071 △ 20,003 47,067 

当連結会計年度末残高 74,365 43,116 510,873 △ 21,613 606,741 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 

非 支 配 
株 主 持 分 純資産合計 そ の 他 

有 価 証 券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損 益 

土地再評価 
差 額 金 

為 替 換 算 
調 整 勘 定 

退職給付に 
係 る 
調整累計額 

そ の 他 の 
包 括 利 益 
累計額合計 

当連結会計年度期首残高 150,079 △ 54 25,864 △ 1,955 △ 4,193 169,741 5,826 735,242 

当連結会計年度変動額 

剰余金の配当 △ 31,906

親会社株主に帰属する 
当期純利益 98,977 

自己株式の取得 △ 20,003

自己株式の処分 0 

株主資本以外の項目の当連結 
会計年度変動額（純額） 

△ 45,181 △ 114 △ 29 △ 677 △ 46,003 106 △ 45,897

当連結会計年度変動額合計 △ 45,181 △ 114 － △ 29 △ 677 △ 46,003  106 1,170 

当連結会計年度末残高 104,898 △ 169 25,864 △ 1,985 △ 4,870 123,737 5,932 736,412 

( ) 
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連 結 注 記 表 
 

 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

(1) 連結の範囲 

すべての子会社（70社）を連結している。 

主要な連結子会社 ･･････････････ 清水総合開発(株)，日本ファブテック(株)，第一設備工業(株)， 

 (株)ミルックス，(株)エスシー・マシーナリ， 

 (株)シミズ・ビルライフケア 

なお，当連結会計年度から子会社となった７社を連結の範囲に含めている。また，子会社でなくなった３社を連結

の範囲に含めていない。 

(2) 持分法の適用 

すべての関連会社（16社）に対する投資について，持分法を適用している。 

主要な関連会社 ････････････････ 日本道路(株) 

なお，当連結会計年度から関連会社となった２社に対する投資について，持分法を適用している。また，関連会社

でなくなった１社は持分法を適用していない。 

(3) 連結子会社の事業年度等 

連結子会社のうち20社の決算日は12月31日である。また，決算日が２月29日，３月26日の連結子会社がそれぞれ１

社ある。連結計算書類の作成にあたっては，同決算日現在の計算書類を使用している。ただし，これらの子会社の決

算日から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引については，連結上必要な調整を行っている。 

上記以外の連結子会社の事業年度は，当社と同一である。 

(4) 会計方針 

①重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

満期保有目的の債券 ････････ 償却原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの ･･････････ 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し，売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの ･･････････ 移動平均法による原価法 

ロ．たな卸資産 

販売用不動産 ･･････････････ 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの 

方法により算定） 

未成工事支出金 ････････････ 個別法による原価法 

開発事業支出金 ････････････ 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの 

方法により算定） 

ＰＦＩ事業等たな卸資産･････ 個別法による原価法又は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

②重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 ････････････････ 建物・構築物     主として定額法 

その他の有形固定資産 主として定率法 

③重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 ･･････････････････ 債権の貸倒れによる損失に備えるため，一般債権については過去の実績による

必要額，貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に見積りした必要額

を計上している。 

ロ．完成工事補償引当金 ･･････････ 完成工事に係る責任補修費用に備えるため，過去の実績による必要額を計上 

している。 
ハ．工事損失引当金 ･･････････････ 手持工事に係る将来の工事損失に備えるため，損失見込額を計上している。 

ニ．役員賞与引当金 ･･････････････ 役員の賞与支給に備えるため，支給見込額を計上している。 

ホ．独占禁止法関連損失引当金 ････ 独占禁止法に基づく課徴金の支払に備えるため，支払見込額を計上している。 
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④完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を，その他の工

事については工事完成基準を適用している。なお，工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における工事進

捗度の見積りは，原価比例法によっている。 

⑤退職給付に係る負債の計上基準 ････ 退職給付に係る負債は，従業員の退職給付に備えるため，当連結会計年度末に 

おける見込額に基づき，退職給付債務から年金資産を控除した額を計上して 

いる。 

⑥のれんの償却方法及び償却期間 ････のれんは原則として，発生年度以降20年以内で，その効果の及ぶ期間にわたって

均等償却している。 

⑦消費税等の会計処理 ･･････････････ 消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。 

 

 

２．会計方針の変更 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び一部の連結子会社は，建物・構築物の減価償却方法について，従来，定率法を採用していたが，当連結会計

年度から，定額法に変更している。 

当社グループは，2019年５月に公表した長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」及び「中期経営計画〈2019‐2023〉」

において，安定収益の確保に向けた賃貸資産の更なる拡充等，2023年度までの５年間で不動産開発事業に5,000億円の

投資を計画している。これに伴い，長期安定的に稼働する賃貸事業用の建物・構築物が増加することが見込まれること

から，減価償却方法を使用期間にわたり均等に費用配分する定額法に変更することとした。 

この結果，当連結会計年度の営業利益，経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ1,836百万円増加している。 

 

 

３．連結貸借対照表関係 

(1) 担保に供している資産 

①長期借入金1,600百万円の担保に供している資産 
 建 設 仮 勘 定 470百万円 

②関連会社等の借入金の担保に供している資産 
 建 物 ・ 構 築 物 57百万円 

 土 地 43百万円 

 投 資 有 価 証 券 140百万円 

 投資その他の資産「その他」 52百万円 

  計 293百万円 
   

③ノンリコース借入金52,164百万円の担保に供している 

ＰＦＩ事業等を営む連結子会社の事業資産の額 66,624百万円 

(2) ノンリコース社債26,000百万円に対応する 

開発事業を営む連結子会社の事業資産の額 28,203百万円 

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 159,960百万円 

(4) 保証債務  

下記の会社等の借入金等に対して保証を行っている。  
 WINDAS DEVELOPMENT社（注） 1,721百万円 

 従 業 員 （ 住 宅 取 得 資 金 ） 32百万円 

 計 1,753百万円 

    （注）WINDAS DEVELOPMENT社は，当社の関連会社の出資先である。 
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(5) 土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」に基づき，事業用土地の再評価を行っている。 

 再 評 価 の 方 法  「土地の再評価に関する法律施行令」第２条第３号に定める固定資産税評価額に合理的な
調整を行って算定する方法 

 再 評 価 実 施 日  2002年３月31日 

 

 

４．連結損益計算書関係 

(1) 工事進行基準による完成工事高 1,335,882百万円 

(2) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額 4,678百万円 

(3) 売上原価に含まれるたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額   178百万円 

(4) 研究開発費の総額 13,222百万円 

 

 

５．連結株主資本等変動計算書関係 
(1) 当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び数 

普通株式 788,514,613株 

(2) 剰余金の配当 

①当連結会計年度中に行った剰余金の配当 

決  議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり 
配当額 

基 準 日 効力発生日 

2019年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 18,075百万円 (注１)23円 2019年３月31日 2019年６月28日 

2019年11月12日 
取締役会 

普通株式 13,831百万円 (注２)18円 2019年９月30日 2019年12月２日 

(注)１ １株当たり配当額23円には特別配当16円が含まれている。 

  ２ １株当たり配当額18円には特別配当８円が含まれている。 

②当連結会計年度末日後に行う剰余金の配当のうち，基準日が当連結会計年度中のもの 

2020年６月26日開催の定時株主総会において，配当に関する事項を議案とする予定である。 

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり 
配当額 

基 準 日 効力発生日 

2020年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 15,283百万円     20円 2020年３月31日 2020年６月29日 

(注)１株当たり配当額20円には特別配当10円が含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

 

 

 

 

６．金融商品関係 
(1) 金融商品の状況 

①金融商品に対する取組方針 

当社グループは，主に銀行借入及び社債の発行により運転資金を調達し，資金運用については，リスクの少ない短

期的な預金等により運用している。また，デリバティブ取引は，ヘッジ対象となる資産・負債がある場合に限り利用

し，投機目的では行わない方針である。 

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

受取手形・完成工事未収入金等などの営業債権に係る発注者の信用リスクについては，支払条件や取引先の信用状

況に応じて，適正な管理を行い，リスクの軽減を図っている。 

投資有価証券は，主に営業政策上の理由から保有している株式であり，毎年，個別銘柄ごとに，株式保有に伴うコ

ストやリスク，営業上の便益等の経済合理性を総合的に勘案のうえ，取締役会にて，保有の必要性を検証している。 

為替や金利等の変動リスクに対しては，金融相場変動リスク管理規程に従い，リスク管理を行っている。 

(2) 金融商品の時価等 

2020年３月31日における連結貸借対照表計上額，時価及びこれらの差額については，次のとおりである。 

（単位：百万円） 

資 産 連結貸借対照表計上額      時  価 差  額 

① 現金預金 351,722  351,722  -  

② 受取手形･完成工事未収入金等 546,148  546,148  -  

③ 有価証券 1,020  1,020  -  

④ 投資有価証券 264,468  264,468  -  

負 債 連結貸借対照表計上額     時  価 差  額 

⑤ 支払手形･工事未払金等 319,164  319,164  -  

⑥ 短期借入金 112,774  112,774  -  

⑦ コマーシャル・ペーパー 80,000  80,000  -  

⑧ 社債及び一年内償還予定の社債 70,000  69,756 △244 

⑨ 一年内償還予定の転換社債型 

新株予約権付社債 

 

30,016  

 

29,814 

 

△202 

⑩ ノンリコース社債及び 

一年内償還予定のノンリコース社債 

 

26,000  

 

26,000  

 

-  

⑪ 長期借入金 70,360  70,819  459  

⑫ ノンリコース借入金及び 

一年内返済予定のノンリコース借入金 

 

52,164  

 

53,371  

 

1,207  

デリバティブ取引(※) 連結貸借対照表計上額       時  価 差  額 

⑬ デリバティブ取引    

ヘッジ会計が適用されているもの (242) (242) -  

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており，合計で正味の債務となる場合については，( )書きで表示し

ている。 
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(注) 金融商品の時価の算定方法 

①現金預金，③有価証券，⑤支払手形･工事未払金等，⑥短期借入金，⑦コマーシャル・ペーパー

これらは短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額によっている。

②受取手形･完成工事未収入金等

これらの時価は，一定の期間ごとに区分した債権ごとに，債権額を回収までの期間及び信用リスクを加味した

利率により割り引いて算定する方法によっている。

④投資有価証券

これらの時価について，株式は取引所の価格，債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格に

よっている。なお，非上場株式等（連結貸借対照表計上額55,129百万円）は，時価を把握することが極めて困難

と認められるため，含めていない。

⑧社債及び一年内償還予定の社債，⑨一年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

当社の発行する社債の時価は，市場価格によっている。 

⑩ノンリコース社債及び一年内償還予定のノンリコース社債

これらは変動金利であり，短期間で市場金利を反映しているため，時価は帳簿価額と近似していることから， 

当該帳簿価額によっている。 

⑪長期借入金，⑫ノンリコース借入金及び一年内返済予定のノンリコース借入金

これらの時価については，元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定

する方法によっている。なお，一部の長期借入金・ノンリコース借入金については，金利スワップの特例処理の

対象としており，当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を，同様の新規借入を行った場合に

想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。 

⑬デリバティブ取引

これらの時価は，取引金融機関から提示された価格によっている。

７．賃貸等不動産関係 
(1) 賃貸等不動産の状況

当社及び一部の子会社では，東京などの全国主要都市を中心に，賃貸用のオフィスビル，住宅などを所有している。

(2) 賃貸等不動産の時価等

連結貸借対照表計上額 216,913百万円 
時価 369,280百万円 

(注)１ 連結貸借対照表計上額は，取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。 

２ 当連結会計年度末の時価は，主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額又は 

社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額である。 

８．１株当たり情報 

(1) １株当たり純資産額 957円56銭 

(2) １株当たり当期純利益 128円31銭 

９．その他 

  連結貸借対照表，連結損益計算書，連結株主資本等変動計算書及び連結注記表における記載金額は，百万円未満

を切捨て表示している。 

以 上 



- 10 -

株主資本等変動計算書 
2019年４月１日から 
2020年３月31日まで 

（単位：百万円） 
株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

自己株式 
株主資本 
合  計 資 本 

準 備 金 

そ の 他 
資 本 
剰 余 金 

資 本 
剰 余 金 
合 計 

利 益 
準 備 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 
利益剰余金 
合   計 

固定資産 
圧  縮 
積 立 金 

別 途 
積 立 金 

繰越利益 
剰 余 金 

当事業年度期首残高 74,365 43,143 1 43,144 18,394 5,160 229,800 83,502 336,857 △1,187 453,180 

当事業年度変動額 

固定資産圧縮積立金の積立･取崩 △133 133 - - 

別途積立金の積立 65,400 △65,400 - - 

剰余金の配当 △31,906 △31,906 △31,906

当期純利益 89,365 89,365 89,365 

自己株式の取得 △20,003 △20,003

自己株式の処分 0 0 0 0 

株主資本以外の項目の 
当事業年度変動額(純額) 

当事業年度変動額合計 - - 0 0 - △133    65,400 △7,807 57,459 △20,003 37,455 

当事業年度末残高 74,365 43,143 1 43,144 18,394 5,026 295,200 75,694 394,316 △21,191 490,635 

評価・換算差額等 

純 資 産
合 計 

そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

繰 延 ヘ ッ
ジ 損 益 

土地再評価 
差 額 金 

評価・換算 
差額等合計 

当事業年度期首残高 148,823 41 25,864 174,729 627,910 

当事業年度変動額 

固定資産圧縮積立金の積立･取崩 - 

別途積立金の積立 - 

剰余金の配当 △31,906

当期純利益 89,365 

自己株式の取得 △20,003

自己株式の処分 0 

株主資本以外の項目の 
当事業年度変動額(純額) △45,011 △210 △45,222 △45,222

当事業年度変動額合計 △45,011 △210 - △45,222 △7,766

当事業年度末残高 103,811 △168 25,864 129,507 620,143 
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個 別 注 記 表 
 
 
１．重要な会計方針 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 ････････････ 償却原価法 

子会社株式及び関連会社株式 ････  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの ･･････････････  期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し，売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの ･･････････････  移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

販売用不動産 ･･････････････････   個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

未成工事支出金 ････････････････  個別法による原価法 

開発事業支出金････････････････  個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの 

方法により算定） 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産  

建物・構築物･･･････････････････ 定額法 

その他の有形固定資産･･･････････ 定率法（リース資産は定額法） 

②無形固定資産 ････････････････････  定額法 

③長期前払費用 ････････････････････  定額法 

 

(3) 引当金の計上基準 

①貸倒引当金 ･･････････････････････  債権の貸倒れによる損失に備えるため，一般債権については過去の実績による

必要額，貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に見積りした必要額

を計上している。 

②完成工事補償引当金 ･･････････････  完成工事に係る責任補修費用に備えるため，過去の実績による必要額を計上して

いる。 

③工事損失引当金 ･･････････････････  手持工事に係る将来の工事損失に備えるため，損失見込額を計上している。 

④役員賞与引当金 ･･････････････････ 役員の賞与支給に備えるため，支給見込額を計上している。  

⑤退職給付引当金 ･･････････････････  従業員の退職給付に備えるため，当事業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上している。  

⑥独占禁止法関連損失引当金 ････････  独占禁止法に基づく課徴金の支払に備えるため，支払見込額を計上している。 

 

(4) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を，その他の工事につ

いては工事完成基準を適用している。なお，工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における工事進捗度の見積り

は，原価比例法によっている。 

 

(5) 消費税等の会計処理 ･･････････････ 消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。 
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２．会計方針の変更 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は，建物・構築物の減価償却方法について，従来，定率法を採用していたが，当事業年度から，定額法に変更し

ている。 

当社グループは，2019年５月に公表した長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」及び「中期経営計画〈2019‐2023〉」

において，安定収益の確保に向けた賃貸資産の更なる拡充等，2023年度までの５年間で不動産開発事業に5,000億円の

投資を計画している。これに伴い，長期安定的に稼働する賃貸事業用の建物・構築物が増加することが見込まれること

から，減価償却方法を使用期間にわたり均等に費用配分する定額法に変更することとした。 

この結果，当事業年度の営業利益，経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,731百万円増加している。 

 

 

３．貸借対照表関係 

(1) 担保に供している資産 

  関係会社等の借入金の担保に供している資産 

 流 動 資 産 「 そ の 他 」 15百万円 

 建 物 ・ 構 築 物 57百万円 

 土 地 43百万円 

 関 係 会 社 株 式 514百万円 

 長 期 貸 付 金 2,244百万円 

 計 2,875百万円 

 
(2) 金融取引として会計処理した資産及び負債 

   「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制

度委員会報告第15号)に基づき，金融取引として会計処理した資産及び負債 

 建 物 ・ 構 築 物 23,842百万円 

 機 械 ・ 運 搬 具 180百万円 

 工 具 器 具 ・ 備 品 95百万円 

 預 り 金 22,188百万円 

 

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 97,402百万円 

 

(4) 保証債務  

下記の会社等の借入金等に対して保証を行っている。  
 WINDAS DEVELOPMENT社（注） 1,721百万円 

 従 業 員 （ 住 宅 取 得 資 金 ） 32百万円 

 計 1,753百万円 

    （注）WINDAS DEVELOPMENT社は，当社の関連会社の出資先である。 

 

(5) 関係会社に対する金銭債権・債務 
関係会社に対する短期金銭債権 9,173百万円 
関係会社に対する長期金銭債権 3,299百万円 
関係会社に対する短期金銭債務 25,603百万円 
関係会社に対する長期金銭債務 1,261百万円 

 
(6) 土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」に基づき，事業用土地の再評価を行っている。 
 再評価の方法  「土地の再評価に関する法律施行令」第２条第３号に定める固定資産税評価額に合理的な

調整を行って算定する方法 
 再評価実施日  2002年３月31日 
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４．損益計算書関係 

(1) 工事進行基準による完成工事高 1,246,167百万円 

(2) 売上高のうち関係会社に対する部分 27,579百万円 

(3) 売上原価のうち関係会社からの仕入高 122,197百万円 

(4) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額 4,420百万円 

(5) 関係会社との営業取引以外の取引高 7,766百万円 

(6) 研究開発費の総額 12,974百万円 
 

 

５．株主資本等変動計算書関係 

当事業年度末日における自己株式の種類及び数 
普通株式 24,319,328株 

 

 

６．税効果会計 
繰延税金資産の発生の主な原因は，引当金超過額，資産評価損に起因する将来減算一時差異によるものである。また，

繰延税金負債の発生の主な原因は，その他有価証券の評価差額である。 
 
 
７．関連当事者との取引 

子会社 

(1)取引の内容 

種 類 会社等の名称 

資本金又は 
出資金 

（百万円） 

事業の 

内容又は 

職業 

議決権等の 
所有（被所 

有）割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 取引金額 

（百万円） 
科 目 

期末残高 

（百万円） 

子会社 
シミズ・ 
ファイナンス(株) 

2,000  貸金業 直接 100％ 
役員の兼任， 

資金の預り等 
資金の預り 101,500 預り金 ― 

(2)取引条件及び取引条件の決定方針 
資金の預りに伴う利息は，市場金利を勘案して合理的に決定している。 

 

 

８．１株当たり情報 

(1) １株当たり純資産額 811円50銭 

(2) １株当たり当期純利益 115円65銭 

 

 

９．その他 

貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書及び個別注記表における記載金額は，百万円未満を切捨て表示して 

いる。 

 

以 上 




